
 

大町保健福祉事務所 

難病個別相談会のお知らせ 
 

大町保健福祉事務所では、難病の患者さん・ご家族の皆さんの相談会を下記のとおり開催します。 

お気軽にご参加ください。 

 

〇 対 象 者：難病の患者さん及びそのご家族 

〇 内  容：障害年金に関する相談（社会保険労務士 上條 良住 氏） 

生活の困りごと相談（長野県難病相談支援センター 支援員 両角 由里 氏） 

〇 相談時間：障害年金に関する相談…1 人１時間程度 

       生活の困りごと相談…1 人 30 分程度 

〇 費    用：無料 

〇 申込方法：開催日の 1 週間前までに、下記に記載してある電話または FAX（裏面申込書） 

で大町保健福祉事務所までお申し込みください。 

 

 

＜第１回 個別相談会＞  

●日 時：令和７年 ７月 30 日（水） 正午から午後２時  

●会 場：白馬村役場２階 203・204 会議室（白馬村北城 7025） 

 ※白馬村にお住まいでない方でも申し込み可能です。 

 

＜第２回 個別相談会＞ 

●日 時：令和７年 ７月 31 日（木） 正午から午後２時 

●場 所：松川村役場１階 村民相談室１・２（松川村 76－5） 

 ※松川村にお住まいでない方でも申し込み可能です。 

 

 

※難病相談支援センターでは、「話を聞いてもらいたい。」「仕事は続けられる？見つけられる？」 

「自宅で今までどおりの生活が送れる？」などのさまざまな相談に応じています。 

 

 

 

 

 

 

 

【申込み・問合せ先】  

大町保健福祉事務所  健康づくり支援課  
   電 話：０２６１－２３－６５２９（直通） 

 F A X：０２６１－２３－２２６６ 



難病個別相談会 申込書 

令和７年   月   日 

申 

 

込 

 

者 

氏
ふり

 名
がな

  
患者と 

の続柄 

 

 

住 所  電 話  

参加希望(希望の時間と相談内容を○してください。複数回答可能。)  

 時間 相談内容 

第１回 個別相談会 

７月 30 日（水） 

① 12：00～13：00  障害年金・生活の困りごと 

② 13：00～14：00  障害年金・生活の困りごと 

第２回 個別相談会 

７月 3１日（木） 

① 12：00～13：00  障害年金・生活の困りごと 

② 12：00～13：00  障害年金・生活の困りごと 

※相談会の時間が正式に決まり次第、大町保健福祉事務所からお電話いたします。 

患 

 

 

者 

氏
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 名
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※申込者と同じ場合、記入の必要はありません。 

生年月日 
年  月  日 

  （    歳） 

住 所 
※申込者と同じ場合、記入の必要はありません。 

疾患名  

使用している薬  

主治医 

              病院 ・ 医院               先生 

◎聞きたいこと、相談したいことをご記入ください。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

◎障害年金に関する相談を希望する方は、下記の質問にお答えください。 

① 過去に障害年金を申請したことがありますか。 

  □ある（申請時期：   年  月  日頃 申請した年金事務所：     年金事務所） ・ □ない 
 

② 初診日（難病で初めて医師等の診察を受けた日）を教えてください。 

     年   月   日 （   歳） 
 

③ 国民年金の保険料未納付期間はありますか。 

  □ある（未納付期間：   年  月 ～   年  月） ・ □ない 
 

④ 障害年金の申請に関する手続きができる人はいますか。 

  □いる（ 本人 ・ 家族 ・ 支援者【           】） ・ □いない 
 

⑤ 相談当日に持参する書類はありますか。 

  □ある（ 診断書 ・ 検査結果 ・その他【            】） ・ □ない 

 


